
（様式３） 

 

 会 議 の 要 旨 （ 議 事 録 ）  
 

会 議 の 名 称 鳥栖市特別職報酬等審議会 

開 催 日 時 
令和６年１０月１５日（火） 

１０：００～１０：３０ 
開催場所 鳥栖市役所２階第１会議室 

出 席 者 数 
委 員 ７人 

事務局 ４人 
傍聴人数 ０人 

議 題 市長、副市長及び教育長の給料並びに市議会議員の議員報酬の額 

配 布 資 料 
・鳥栖市特別職報酬等審議会次第 

・鳥栖市特別職報酬等審議会資料 

所 管 課 （課名）総務課   （電話番号）０９４２－８５－３５０４ 

 

  



第２回鳥栖市特別職報酬等審議会議事録 
 

 

開催日時：令和６年１０月１５日（火）１０：００～１０：３０ 

 

開催場所：鳥栖市役所２階第１会議室 

 

出席委員：鈴木会長、田中会長代理、羽根委員、木村委員、山内委員、松尾委員、 

横尾委員 

 

事 務 局：小栁総務部長、緒方総務部次長、長野総務課長補佐、本園主査 

 

 

・会 長 挨 拶  会長 

 

・審議内容及び質疑 

 

（会 長）   前回の会議の中で、皆様方から増額の必要があるのではないかと

いうご意見をいただき、令和５年度の人事院勧告、令和４年度の春闘

の状況を勘案しながら整理をしていたが、第１回開催以降、全国の

春闘の妥結状況、令和６年度の人事院勧告の状況等を踏まえて、

どのように反映させるか、皆様方のご意見を賜りたい。 

本日は、上吉委員が欠席されているが、鳥栖市特別職報酬等審議会

条例第５条に基づき、過半数の出席があるため、本日の会議は成立

していることを報告する。 

 

（事務局説明）   配布資料の説明 

 

（委 員）   企業は賃上げの動きがある中、特別職の報酬は長く改定されていない。

鳥栖は毎年人口が増加し、税収も増えていることから、見直すには

いい時期だと思う。 

 

（会 長）   委員の皆さんの大きな意見の相違がなければ、資料の案をもとに

答申案を作成したいがよろしいでしょうか。 

 

       ・・・異議なし・・・ 

 

（会 長）   答申の概要として、令和６年春の民間企業における春闘の状況、

令和６年８月の人事院勧告を踏まえれば、特別職の報酬等の額につい

ては、平成１５年の改正以降２０年が経過しており、増額が望ましい。 

金額については、近隣都市及び県内の状況から、市長、副市長の

給与及び議長、副議長、議員の報酬については、人事院勧告令和５年

０．９６％、令和６年２．７６％を加味し、増額を答申する。ただし、

教育長給与については、佐賀県内他市の教育長の給与を勘案し、伊万里

市と同額として答申する。との内容で、会長及び会長代理でまとめ



させてもらうということで、皆様にお諮りしたい。 

 

       ・・・異議なし・・・ 

 

（会 長）   それでは、本日の審議につきましては、これで終了します。 

 

 

・閉 会 


